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第第１１節節    デデジジタタルル化化のの歩歩みみ  

  

交通局は、昭和40年に汎用コンピュータ（ホストコン

ピュータ）を導入し、以来、主に大量かつ定型的な事務

処理に使用してきた。 

その後、デジタル技術の進歩もあり、サーバを利用し

たシステムへのダウンサイジング（小型化）が可能に

なったことから、交通局においても段階的にシステムの

再構築を進めてきた。 

平成16年４月に人事給与システムを専用サーバへ移

行したのをはじめとして、運輸統計システムを各部の所

管する業務システムへ移行した結果、平成20年３月を

もって汎用コンピュータの利用は終了した。 

 一方、交通局では、昭和58年から非定型的な事務の効

率化等を目的として、パソコンの設置を進めてきた。 

また、進歩の著しいネットワーク技術を利用して、段

階的に情報ネットワークを整備してきた。 

平成15年12月には、交通局の情報ネットワークを全庁

的なネットワークであるＴＡＩＭＳ（東京都高度情報化

推進システム）に接続したことにより、東京都の他部局

との情報の交換や共有化が容易となった。 

平成22年度から令和6年度まで、「東京都交通局電子

情報処理規程」に基づき、「東京都交通局電子情報処理

基本計画」を策定し、情報システムの最適化やICT経費

の適性化などの取組を行ってきた。 

平成30年度には、テレワーク環境を構築し、本局管理

職向けに100台の端末を導入した。令和元年度には本局

職員及び事業所管理職向けにテレワーク用端末を650台

追加導入するなど、在宅勤務型のテレワークを推進した。 

令和元年12月には、交通局のネットワーク環境等の特

性を考慮した上で、総務省が各自治体に求めていた情報

セキュリティを抜本的に強化する対策であるネット

ワーク分離を実施した。具体的には、強固なセキュリ

ティを確保し、知事部局と連携して内部事務を行うこと

を目的とした「総務局接続系」ネットワークと、局事業

に貢献するために必要なインターネット接続や各部シ

ステムの利用環境を提供することを目的とした「交通局

ＬＡＮ」ネットワークとの２つのネットワークにより構

成されていた。 

その後、令和６年度から令和７年度において、職員

の利便性向上や多様な働き方に柔軟に対応するため、

セキュリティを強化した上で、これまでの２つの情報

ネットワークを知事部局の情報ネットワークに順次統

合している。 

  

第第２２節節    デデジジタタルル化化のの現現状状  

                            

交通局では、デジタル技術を積極的に利用し、ホーム

ページや都営交通アプリによる運行情報、案内情報の提

供、都営交通チャットボットによるお問合せへの対応、

オープンデータの推進等により、お客様サービスの質を

高めている。 

また、デジタル技術を活用し、業務処理における省力

化、迅速化、正確性の向上等を図っている。 

 さらに、情報通信ネットワークや情報処理システムの

利用が拡大し、社会全体でデジタル化が進む一方で、個

人情報の漏えい等、人為的な原因による情報セキュリ

ティ事故が後を絶たない。加えて、不正アクセス、新た

な攻撃手法による情報の窃取や破壊、改ざん等、これま

でにない脅威も増大しており、情報セキュリティ対策が

今日における重大かつ緊急の課題となっている。こうし

た状況を受け、東京都では、｢東京都情報セキュリティ

ポリシー」を見直し、平成27年10月にサイバーセキュリ

ティに対する脅威の深刻化等を踏まえた全庁横断的な

「東京都サイバーセキュリティポリシー」を策定した。

交通局においても、このポリシーに基づき、適切な運用

管理を実施している。 
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第第３３節節    主主なな取取組組  

 

東京都では、令和３年３月、ＤＸ（デジタル・トラン

スフォーメーション）の推進を梃子として、都政の構造

改革を推進し、都政のＱＯＳ、都民のＱＯＬを高めるこ

ととした「シン・トセイ」を策定し、令和７年３月には、

「シン・トセイⅩ」に改定した。 

交通局としても、これらの方針を踏まえ、行政手続の

デジタル化や未来型オフィスへの対応など、着実にデジ

タル化の推進に取り組むとともに、混雑予測情報の提供

プロジェクト、地下鉄軌道管理のデジタル管理プロジェ

クト、遺失物問合せ向上プロジェクトからなるリーディ

ングプロジェクトを進めた。 

更に、交通局では、東京都交通局経営計画2025に基づ

き、以下の取組を進めている。 

 

１１  ＢＢＰＰＲＲのの推推進進  

交通局では、生産年齢人口の減少等に伴う今後の担い

手不足を見据えて、デジタル技術も活用しながら業務の

変革を計画的に推進することとしている。具体的には、

デジタルツールを用いたＢＰＲを実施し、好事例を局内

で共有するとともに、文章生成ＡＩの活用や中核的なＤ

Ｘ人材の育成等を進めている。 

  

２２  デデーータタ利利活活用用のの推推進進  

交通局では、都営交通のデータを公共交通オープン

データ協議会や都が運営するカタログサイト等を通じ

て、オープンデータとして提供し、民間企業におけるア

プリ開発（新たなサービス及びビジネスの創出）等を促

進することで、お客様への多様な情報提供につなげるこ

とが期待できるため、オープンデータの取組を進めてい

る。 

公共交通オープンデータ協議会へのデータ提供は、平

成29年度の「第１回東京公共交通オープンデータチャレ

ンジ」（同協議会が主催するアプリコンテスト）から

行っている。令和元年度からは、アプリコンテストに参

加していない民間アプリ開発者等もデータ利用を可能

とするため、同協議会が運営する「公共交通オープン

データセンター」の開設と同時にデータの提供を開始し

た。 

さらに、令和２年８月からは、都営バスのロケーショ

ン（現在地）データについて、従来形式の動的データに

加え、国土交通省が標準形式として新たに定めた「ＧＴ

ＦＳリアルタイム形式」のデータについても提供を開始

した。国際的に広く利用されているデータ形式であるた

め、更に多くのアプリ開発事業者が様々なアプリケー

ションやサービスを提供することが可能となり、都営バ

ス利用者の利便性向上が期待できる。 

また、都が運営するオープンデータカタログサイトへ

は、令和元年度から交通局のホームページデータの提供

を実施しているほか、令和３年２月には、「シン・トセ

イ 都政の構造改革ＱＯＳアップグレード戦略」の７つ

のコア・プロジェクトの１つである「東京都オープン

データ・ラウンドテーブル」に参加し、シビックテック

からの提案を受け、都営地下鉄のエレベーターの点検・

工事日程をオープンデータとして提供するなど、都の

オープンデータの取組にも協力している。 

さらに、東京都では「スマート東京」の実現を目指し

ており、その一環として都市のデジタルツイン実現（仮

想空間に都市を再現する。）プロジェクトを推進してい

る。交通局は、デジタルツインの基礎となる３Ｄ点群

データ（３次元の位置情報を持つポイントデータ）の利

活用を促進するため、デジタルサービス局と連携し、都

庁前駅の３Ｄ点群データやメッシュデータを提供して

いる。 

交通局では、これらの取組を含め、今後とも経営基盤

の強化に資する一層効率的・効果的なデジタル化に取り

組んでいく。 
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